
≪寄附金税額控除の計算方法について≫ 

 

浦添 太郎さんが地方公共団体に対する寄附金（ふるさと納税）を１００，０００円行った場合を例として、 

寄附金税額控除の計算方法を説明します。収入や控除などの内容は以下の通りです。 

収入状況 

給与収入 ５，２００，０００円 ※給与所得 ３，７２０，０００円 

 

控除等（合計額 １，４８８，０００円、表の右端欄は人的控除差額） 

社会保険料控除 ７００，０００円  

生命保険料控除 ２８，０００円  

扶養控除 ３３０，０００円  ５０，０００円 

基礎控除 ４３０，０００円 ５０，０００円 

 

その他税情報（課税総所得金額 ２，２３２，０００円） 

種類 市民税 県民税 

調整控除前所得割額 １３３，９２０円 ８９，２８０円 

調整控除 １，５００円 １，０００円 

所得税率 ５％ 

 

★ＳＴＥＰ１ 基本控除額の計算をする ※対象となる寄附金の額は「総所得金額等の３０％」が上限です。 
 

基本控除額の式 （寄附金の合計額－２，０００円）×１０％（市民税６％・県民税４％） 
 

 寄附金の合計額－２，０００円 控除率 寄附金税額控除（基本） 

市民税の場合 
９８，０００円 

６％ ５，８８０円 

県民税の場合 ４％ ３，９２０円 

よって基本控除額は、(市民税)５，８８０円…①・(県民税)３，９２０円…②となります。 

 

★ＳＴＥＰ２ 特例控除額の計算をする ※地方公共団体に対する寄附金（ふるさと納税）がある場合 
 

特例控除額の式 (ふるさと納税の合計額－２，０００円)×｛９０％－（次の表に定める割合×１.０２１）｝ 

 

課税総所得金額－人的控除差額－（所得税の基礎控除－４８万円） 割合 

１，９５０，０００円以下 ５％ 

１，９５０，０００円超３，３００，０００円以下 １０％ 

３，３００，０００円超６，９５０，０００円以下 ２０％ 

６，９５０，０００円超９，０００，０００円以下 ２３％ 

９，０００，０００円超１８，０００，０００円以下 ３３％ 

１８，０００，０００円超４０，０００，０００円以下 ４０％ 

４０，０００，０００円超 ４５％ 
 

※市民税控除相当額＝控除額×３／５、県民税控除相当額＝控除額×２／５ 
 

という計算式で求めます。 

 

まずは上記の「次の表に定める割合」を求める為、太郎さんの課税総所得金額から人的控除差額を差し引いた値

を算出します。 

課税総所得金額 人的控除差額 所得税の基礎控除－48 万円 値 

２，２３２，０００円 １００，０００円 １５０，０００円 １，９８２，０００円 

よって「次の表に定める割合」は１０％となります。 



 

ここで控除式にあてはめると… 

(１００，０００－２，０００)×｛９０％－(１０％×１.０２１)｝＝９８，０００×７９.７９％ 

＝７８１９４．２ 
 

(市民税) ７８１９４．２ × ３／５ ＝ ４６９１６．５２…③ 

(県民税) ７８１９４．２ × ２／５ ＝ ３１２７７．６８…④ 
 

しかし、特例控除額は「調整控除後所得割額の２割」が上限となります。 

(市民税) (１３３，９２０－１，５００) × ２０％ ＝ ２６，４８４…⑤ 

(県民税) (８９，２８０－１，０００) × ２０％ ＝ １７，６５６…⑥ 

 

算出した値(③・④)が控除額上限(⑤・⑥)を超過している為、特例控除額は⑤と⑥になります。 

 

★ＳＴＥＰ３ 寄附金税額控除額を算出する 

ＳＴＥＰ１・２で算出した基本額(①・②)、特定控除額(⑤・⑥)を合算した金額が寄附金税額控除となります。 

 

(市民税) ５，８８０円(①) ＋ ２６，４８４円(⑤) ＝ ３２，３６４円 

(県民税) ３，９２０円(②) ＋ １７，６５６円(⑥) ＝ ２１，５７６円   となります。 

 

★ＳＴＥＰ４ 申告特例控除額（ワンストップ特例適用時）の計算をする 

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、基本控除・特例控除額に合わせて「申告特例控除額」が

上乗せされます。この特例適用時は、所得税からの控除は適用されません。 

その控除額は、ＳＴＥＰ２で算出した特例控除額に次の表の割合をかけて計算します。 

 

課税総所得金額－人的控除差額－（所得税の基礎控除－４８万円） 

(ＳＴＥＰ２参照) 

割合 

１，９５０，０００円以下 ８４．８９５分の５．１０５ 

１，９５０，０００円超３，３００，０００円以下 ７９．７９分の１０．２１ 

３，３００，０００円超６，９５０，０００円以下 ６９．５８分の２０．４２ 

６，９５０，０００円超９，０００，０００円以下 ６６．５１７分の２３．４８３ 

９，０００，０００円超 ５６．３０７分の３３．６９３ 

 

よって、今回は「７９．７９分の１０．２１」が控除率になります。 

 

(市民税) ２６，４８４(⑤) × １０．２１/７９．７９ ≒ ３，３８９(１円未満切り上げ)…⑦ 

(県民税) １７，６５６(⑥) × １０．２１/７９．７９ ≒ ２，２６０(１円未満切り上げ)…⑧ 

 

よって算出された⑦・⑧がそれぞれ控除額に上乗せされます。 

 

下の表のように、申告の方法により住民税の控除額が異なります。 

ワンストップ 

特例 

基本控除額 特例控除額 申告特例控除額 
合計 

市 県 市 県 市 県 

適用なし 

５，８８０ ３，９２０ ２６，４８４ １７，６５６ 

－ － ５３，９４０ 

適用あり ３，３８９ ２，２６０ ５９，５８９ 

 


